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神奈川県監査委員公表第６号 

 

監査の結果により講じた措置の内容について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定に基づき、神奈川県知事から監査の

結果に基づき講じた措置の内容について通知があったので、次のとおり公表する。 

 

  令和８年３月 31日 

 

神奈川県監査委員  大 竹 准 一 

同          吉 川 知惠子 

同             中 家 華 江 

   同             柳 下   剛 

同             斉 藤 たかみ 

 

１ 措置の対象となった監査の結果 

令和７年 10月８日神奈川県監査委員公表第 17号で公表した不適切事項又は要改善事項のうち議会

局、教育委員会、人事委員会及び公安委員会を除く 87か所（既報告の 14か所を除く。）に係る 133

事項 

２ 監査の結果及び講じた措置の内容 

 ⑴ 政策局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和７年８月

26日（令和７

年７月７日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、令和６年

度かながわＳＤＧｓパートナー

管理システム保守業務委託契約

（契約額3,451,800円、契約期

間：令和６年４月１日から令和

７年３月31日まで）について、

契約期間の開始日が令和６年４

月１日であるため、会計局長通

知に基づき同月30日までに契約

すべきところ、同年５月１日に

締結していた。 

 

不適切事項については、担当者の

スケジュール管理が不十分であった

ことに加え、新年度の契約業務と前

年度の執行業務が集中したことで、

契約締結期限の確認が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、複数の職員でスケジュール

を共有し、契約締結期限の確認を

徹底することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

政策部情報

公開広聴課 

令和７年８月

26日（令和７

年７月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、令和６年

９月分の「わたしの提案」後納

郵便料6,688円について、支払

期限までに支払を行っていなか

った。 

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない

よう、進行管理表により各職員の

業務の進捗状況を共有することを

徹底し、複数の職員による確認体

制を強化することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努

める。 
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出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

横須賀三浦

地域県政総

合センター 

令和７年４月

23日及び同年

９月９日（令

和７年２月21

日及び同月25

日から同月27

日まで職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、不

当利得返還請求権に基づく

使用許可前の期間に係る使

用料相当額1,940円につい

て、（款）諸収入（項）雑

入（目）雑入（節）環境費

雑 入 と す べ き と こ ろ 、

（款）使用料及び手数料

（項）使用料（目）環境使

用料（節）自然保護費使用

料で収入していた。 

２ 契約事務において、令和

６年度農村振興総合整備事

業（公共）諸磯小網代地区

畑地かんがい施設・農道工

事契約（契約額27,980,040

円）について、県土整備局

長通知に反し、予定価格が

250万円を超える入札であっ

たにもかかわらず、入札・

契約情報等を公表していな

かった。 

３ 財産管理事務において、

次のとおり誤りがあった。 

⑴ 第一種電柱２本及び支

線１条に係る行政財産の

使用許可について、事業

者が許可申請せずに設置

していることを設置から

10年以上経過した令和６

年９月に認識したため、

不当利得返還請求権に基

づく使用許可前の期間に

係る使用料相当額206,620

円のうち153,525円につい

て、事業者の消滅時効援

用により徴収できなかっ

た。 

⑵ 三浦市に対する普通財

産 （ 城 ケ 島 駐 車 場 、

12,115.48㎡）の貸付けに

当たり、三浦市から転貸

された商工会議所が同団

体の事業に使用してお

り、三浦市が公用又は公

共用に使用しているとは

認められないため、普通

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、収入

科目の確認が不十分であったこ

とによるものであり、令和７年

４月16日に収入科目の更訂を行

った。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

２ 契約事務については、契約相手

方の決定後、担当者がシステム入

力を失念したこと及び複数職員に

よる確認が不十分であったことに

よるものであり、令和７年２月21

日に入札・契約情報等の公表を行

った。 

今後は、このようなことがな

いよう、入札結果公表の伺い文

書にシステムから出力した「入

札結果登録画面」を添付して、

複数の職員による確認体制を強

化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

３ 財産管理事務については、次

のとおりである。 

⑴ 行政財産の使用許可について

は、電柱の設置場所が広大な県

有緑地の一部であり、業務で日

常的に職員が立ち入る土地では

ないことから、事業者の申請漏

れを把握することができなかっ

たものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、主要な電柱設置事

業者に対し、施設の設置状況

及び申請状況の確認を徹底す

るよう文書で指導することに

より再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

⑵ 普通財産の貸付けについて

は、令和４年度に全額減免か

ら５割減免に変更する際、制

度を所管する総務局財産経営
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財産の無償貸付け及び減

額貸付けに関する取扱基

準第３条では、貸付料の

減額ができないにもかか

わらず、令和４年度から

同条に基づき減額して貸

し付けており、令和６年

度 に お い て 貸 付 料

2,575,995円を減額してい

た。 

部財産経営課とのやり取りの

中で、根拠条文の確認が不十

分だったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、取扱いを変更する

際には根拠条文を確実に確認

することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努

める。 

神奈川県県

央地域県政

総合センタ

ー 

令和７年４月

24日（令和７

年２月17日か

ら同月20日ま

で職員調査） 

 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、令和

６年度厚木合同庁舎自動火

災報知器設備改修工事請負

契 約 （ 契 約 額 15,620,000

円）の締結に当たり、契約

書に定める契約の保証を付

すことなく契約を行ってい

た。また、神奈川県財務規

則の規定に基づき、契約書

に契約保証金額を記載すべ

きところ、これを記載して

いなかった。 

２ 財産管理事務において、

第一種電柱１本に係る行政

財産の使用許可について、

事業者が許可申請せずに設

置していることを設置から

10年以上経過した令和６年

７月に認識したため、不当

利得返還請求権に基づく使

用許可前の期間に係る使用

料相当額 83,034円のうち

58,692円について、事業者

の消滅時効援用により徴収

できなかった。 

また、昭和36年４月に設

置した橋梁及び平成15年４

月に設置したケーブルトラ

ス橋に係る行政財産の使用

許可について、事業者が許

可申請せずに設置している

ことを設置から10年以上経

過した令和６年10月に認識

したため、不当利得返還請

求権に基づく使用許可前の

期間に係る使用料相当額の

うち、157,510円は徴収した

ものの、平成26年11月７日

以前の使用料相当額が事業

者の消滅時効援用により徴

収できなかった。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、契約締

結伺い決裁後に担当者が実際の

契約書の作成を行うが、その

際、契約保証欄への記載を失念

したことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、契約締結伺い決裁時に

契約の保証について記載し、ま

た、契約書取り交わし時に複数

職員で確認することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

２ 財産管理事務については、所

属が多数管理している行政財産

に対し、所属が進めている許可

申請が必要な施設の存在有無の

確認に特化した踏査の過程にお

いて使用許可漏れを発見した

が、設置から10年以上経過して

いたため、消滅時効援用により

使用料相当額全額を徴収できな

かったものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、引き続き、許可申請が

必要な施設が存在しないかを水

路パトロールを行うとともに、

許可申請が必要な施設の存在有

無の確認に特化した踏査を実施

し、使用許可に関する相談時に

周辺の土地改良財産に係る再検

証を徹底するなど、現地確認や

資料調査を進めることにより、

未許可で設置されている電柱等

の早期発見に努め、再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 
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 ⑵ 総務局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和７年８月 

26日（令和７ 

年６月30日職 

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、供用自動

車等の車検・法定点検整備業務

委託に係る令和６年４月分の委

託料ほか２件（支払額計

494,902円）について、契約で

定められた期限までに支払を行

っていなかった。また、議場多

目的傍聴室設置工事監理業務委

託に係る委託料１件、472,857

円について、政府契約の支払遅

延防止等に関する法律に定めら

れている期限までに支払を行っ

ていなかった。 

 

不適切事項については、書類管

理が適切に行われていなかったこ

と及び支払期限の確認が不十分で

あったことによるものである。 

 今後は、このようなことがない

よう、改めて書類管理を徹底する

ほか、支払期限を総務室の複数担

当者で確認するとともに、総務室

内で政府契約の支払遅延防止等に

関する法律に定められている支払

期限について正しい理解を徹底す

る。また、会計管理システムに新

たに設定された処理期限日の表示

機能を活用し、遅滞なく決裁を完

了するとともに、システム上の処

理状況について、担当者だけでな

く決裁者においても確認すること

により再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

デジタル戦

略本部室 

令和７年８月 

26日（令和７ 

年７月４日職 

員調査） 

（不適切事項） 

契 約 事 務 に お い て 、

Microsoft365クラウドサービス

接続環境構築及び保守業務委託

契約（契約額220,852,500円）

について、受託者による第三者

への再委託に当たり、契約で定

められた書面による事前の承認

を行っていなかった。 

 

不適切事項については、業務多

忙により再委託の承認に係る事務

処理を失念したことによるもので

ある。 

 今後は、このようなことがない

よう、履行確認管理表の運用を強

化し、各担当者の処理状況の入力

と事業所管グループリーダーによ

る確認を徹底するとともに、入力

漏れがないよう注意喚起をするこ

とにより再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

組織人材部

職員厚生課 

令和７年８月

26日（令和７

年７月２日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、令和５年

に支給した恩給及び退職年金15

件、14,792,732円について、公

的年金等支払報告書を地方税法

に定められた期限までに受給者

が在住する市区町村の長に提出

していなかった。また、このう

ち４件、1,714,632円につい

て、源泉徴収票を受給者に交付

すべきところ、年収60万円以下

の者は不要であると誤認したた

め、所得税法に定められた期限

までに交付していなかった。 

 

不適切事項については、担当者

が令和５年度税制改正の適用時期

及び内容を誤認したことに加え、

決裁過程におけるチェック機能も

働かなかったことによるものであ

る。 

 今後は、このようなことがない

よう、源泉徴収事務において、前

年度と異なる処理を行う際には、

起案文書に改正内容を明記し、根

拠資料を添付の上、決裁過程にお

いて複数の職員で確認することに

より再発防止に取り組み、適正な
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事務執行に努める。 

組織人材部

文書課 

令和７年８月

26日（令和７

年７月３日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、令和６年

度知的障害者文書集配等運営業

務委託契約（契約額16,397,263

円）に係る令和６年５月分の概

算払額1,366,438円の支払につ

いて、契約で定められた期日ま

でに支払を行っていなかった。 

 

不適切事項については、担当者

が他に履行確認をしている支払業

務は月末締めで実施していたこと

から、当該契約も同様と誤認した

ことによるものである。また、当

該契約の支払期限が毎月20日まで

の概算払であることをグループ内

で共有できていなかったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがない

よう、課内で作成している進行管

理表に支払手続状況を入力し、本

件は支払期限が毎月20日までの概

算払であることをグループ内で共

有するとともに、グループリーダ

ーが月２回履行確認の状況確認を

徹底することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

財政部財政

課 

令和７年８月

26日（令和７

年７月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、オンライ

ンワンストップ特例申請サービ

ス利用に係る基本使用許諾契約

（単価契約、支払額149,050

円）に係る令和６年４月分の支

払額11,330円について、契約で

定められた期限までに支払を行

っていなかった。 

 

不適切事項については、所属と

して進行管理が不十分であったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、既存の「執行伝票受渡簿」

に履行確認や請求書収受の状況を

記載する欄を追加し、複数の職員

による確認体制を強化することに

より再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

財政部税制

企画課 

令和７年８月

26日（令和７

年７月９日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、次のとお

り誤りがあった。 

１ 令和６年10月分の複写代６

件、396,916円について、契

約で定められた期限までに支

払を行っていなかった。 

２２ 神奈川県税事務所ほか５県

税事務所に配備された公用車

８台について、業務上、テレ

ビを視聴する必要性がないと

認められるにもかかわらず、

テレビ受信機能を有するカー

ナビゲーションを搭載し、Ｎ

ＨＫと放送受信契約を締結し

ており、令和６年度において

受信料47,232円を支払ってい

た。 

 

不適切事項の支出事務について

は、次のとおり措置した。 

１１ 複写代の支払遅延について

は、執行関係書類を総務室へ持

ち込まなかったことに加え、受

領した請求書を所定の場所に保

管しなかったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、請求書の保管場所を改

めてグループ内に周知するとと

もに、総務室と共有している進

行管理表について、同室に持ち

込んだ執行関係書類の受取確認

欄を新たに設けることなどによ

り再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

２ 受信料の支払については、車
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両調達時にカーナビゲーション

の仕様に対する認識が不十分で

あったことによるものであり、

令和７年２月に全８台分のテレ

ビ受信機能を撤去し、ＮＨＫと

の放送受信契約の解約手続を行

った。 

  今後は、このようなことがな

いよう、車両調達時において、

カーナビゲーションにテレビ受

信機能を付けないよう仕様を明

確化することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

財産経営部

財産経営課 

令和７年８月

26日（令和７

年７月８日職

員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、横須賀

警察署上町一丁目連絡所除却工

事に係る令和５年度繰越明許費

8,555,000円について、神奈川

県住宅営繕事務所からの令和６

年６月14日付け再配当要求に基

づき、速やかに再配当を行うべ

きところ、著しく遅延した令和

７年５月15日に行っていた。 

 

不適切事項については、担当者

の不注意及び確認が不足していた

ことに加え、事務処理の状況が所

属内で共有できていなかったこと

によるものである。 

 今後は、このようなことがない

よう、速やかな事務処理を徹底す

るとともに、所属内における進捗

状況の把握を定期的に行うことに

より再発防止に取り組み、適切な

事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県神

奈川県税事

務所 

令和７年３月

７日（令和７

年１月14日職

員調査） 

 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、タクシ

ー借上げ契約（単価契約、支

払額０円）について、契約書

に契約締結日の記載がなかっ

た。 

２２ 税務事務において、法人事

業税及び特別法人事業税の確

定申告額１件、60,377,900円

について、申告期限後に申告

額が過大であったことが判明

したため、減額更正すべきで

あったにもかかわらず、法人

からの求めに応じて確定申告

書を差し替えて対応してい

た。その結果、過誤納となっ

た本税6,531,000円の返還に

当たり、減額更正によれば生

じなかった還付加算金が

4,300円発生していた。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、所属と

してのチェック機能が十分に機

能していなかったことによるも

のである。 

  今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

２ 税務事務については、申告書

の調定事務過程において、申告

期限後に提出された確定申告書

を、期限内申告と誤認し、差し

替えを行ったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、担当者全員に対し、適

切な対応についての周知徹底を

図るとともに、確定申告書の提

出期限を十分に確認し、差し替
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えができるか等について複数の

職員で判断を行うことにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県緑

県税事務所 

令和７年９月 

18日（令和７ 

年２月20日職 

員調査） 

 

（不適切事項） 

契約事務において、レイアウ

ト変更に伴う書類等及び不要什

器運搬委託（契約額1,100,000

円）について、平成20年３月28

日付け会計局総務課長通知に反

し、予定価格が100万円を超え

る競争入札であったにもかかわ

らず、契約結果を公表していな

かった。 

 

不適切事項については、担当者

による会計局総務課長通知に対す

る認識が不足していたこと及び組

織としての確認体制が構築されて

いなかったことによるものであ

り、令和７年２月25日にかながわ

電子入札共同システムで公表し

た。 

 今後は、このようなことがない

よう、入札スケジュールに公表の

欄を追加し、決裁時に確認するこ

とにより再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

神奈川県川

崎県税事務

所 

 

 

令和７年９月 

18日（令和７ 

年４月25日職 

員調査） 

 

 

（不適切事項） 

契約事務において、神奈川県

川崎県税事務所清掃業務請負契

約（契約額2,078,971円、契約

期間：令和６年４月１日から令

和７年３月31日まで）に係る令

和７年３月分の支払額146,533

円の履行確認について、令和７

年３月31日までに行うべきとこ

ろ、同年４月７日に行ってい

た。 

 

不適切事項については、年度末

における会計処理において、年度

内に検査を完了させる必要がある

ことを、所属として正しく理解し

ておらず、執行処理についても、

事務処理が特定の担当者に偏り複

数の職員で確認しあう体制がなか

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、新たにチェックリストを作

成するなどして業務の進捗状況を

共有することで相互チェックによ

る確認を強化し、併せて職員間の

執行事務の平準化に取り組むこと

で再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

神奈川県藤

沢県税事務

所 

 

令和７年６月 

24日（令和７ 

年２月27日職 

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、レターパ

ック購入代ほか15件（支払額計

234,620円）の履行確認に当た

り、神奈川県財務規則に基づく

検査調書を作成していなかった

にもかかわらず、この場合に同

規則により必要とされる履行確

認に関する記録の作成を行って

いなかった。 

 

 

不適切事項については、資金前

渡による執行は、前渡金の精算処

理において内容の確認を行ってい

たものであるが、別に履行確認が

必要であることについて担当職員

の理解が不十分であったことによ

るものである。 

 今後は、このようなことがない

よう、本事案について確実に引継

ぎを行うとともに、会計処理に関

する事務処理など、担当職員が会

計制度の理解を更に深めることに

より再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

神奈川県厚

木県税事務

令和７年５月 

22日（令和７ 

（不適切事項） 

支出事務において、公用車の

 

不適切事項については、政府契
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所 年２月14日職

員調査） 

 

車検費用１件、58,780円につい

て、政府契約の支払遅延防止等

に関する法律に定められている

期限までに支払を行っていなか

った。 

 

約の支払遅延防止等に関する法律

に対する担当者の認識不足及び決

裁過程におけるチェック機能が不

十分であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがない

よう、同法及び神奈川県財務規則

等を正しく理解し共有するととも

に、複数の職員による確認体制を

強化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

 ⑶ くらし安全防災局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和７年７月

31日（令和７

年６月２日職

員調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、

「契約のきりふだ（高齢者

編）」デザイン作成等業務委託

料１件、221,100円の支払に当

たり、所得税及び復興特別所得

税20,522円を源泉徴収していな

かった。 

 

不適切事項については、担当者

による事務処理の誤り及び複数の

職員によるチェック体制が不十分

であったことによるものであり、

徴収漏れのあった所得税及び復興

特別所得税については、令和７年

７月７日に納付し、同月31日に中

税務署へ修正した法定調書の提出

をもって源泉徴収を完了した。 

今後は、このようなことがない

よう、上席への報告など複数の職

員による確認体制を強化するとと

もに、個人への支払であるにもか

かわらず、源泉徴収に関する書類

が添付されていない場合は、速や

かに事業課に確認を取ることによ

り再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

防災部消防

保安課 

令和７年７月

31日（令和７

年６月２日及

び同月３日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、次のと

おり誤りがあった。 

１ 令和６年７月分の危険物

タンクのスロッシング被害

予測システム回線使用料

20,680円の支払に当たり、

口座振替指定日までの支出

手続を行っていなかった。

これにより、前渡金受領職

員公共料金口座の残高不足

が生じたため、同月分の神

奈川県消防救急デジタル無

線共通波回線使用料42,944

円を支払期限より後に支払

っていた。 

 

不適切事項の支出事務について

は、次のとおり措置した。 

１ 令和６年７月分の危険物タン

クのスロッシング被害予測シス

テム回線使用料の支払遅延につ

いては、進行管理が不十分であ

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表により各職

員の業務の進捗状況を共有し、

複数の職員による確認体制を強

化することにより、再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

２ 令和６年12月分の神奈川県消
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２ 令和６年12月分の神奈川

県消防救急デジタル無線共

通波回線使用料42,944円に

ついて、支払期限までに支

払を行っていなかった。 

防救急デジタル無線共通波回線

使用料の支払遅延については、

進行管理が不十分であったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表により各職

員の業務の進捗状況を共有し、

複数の職員による確認体制を強

化することにより、再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

くらし安全

部くらし安

全交通課 

 

令和７年７月

31日（令和７

年６月４日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、神奈

川県交通安全県民運動ポス

タ ー 印 刷 契 約 （ 契 約 額

793,903円）に係る令和６年

11月分の支払額301,139円に

ついて、契約で定められた

期限までに支払を行ってい

なかった。その結果、遅延

利息１件、1,600円を支払っ

ていた。 

２ 事務事業の執行におい

て、犯罪被害者等支援員養

成講座開催業務委託契約

（契約額590,744円）につい

て、神奈川県個人情報取扱

事務委託基準の対象となる

ことから、個人情報の取扱

責任者及び従事者の届出な

ど、個人情報保護のための

措置を、契約書等で義務付

ける必要があったにもかか

わらず、これを行っていな

かった。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。  

１ 支出事務については、進行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表により各職

員の業務の進捗状況を共有し、

複数の職員による確認体制を強

化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 事務事業の執行については、

神奈川県個人情報取扱事務委託

基準（以下「取扱事務委託基

準」という。）等の十分な確認

を行わず、また、経理担当等関

係機関にも相談しなかったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、事案対応時には早期段

階から経理担当等関係機関との

連絡を密にし、取扱事務委託基

準等の根拠を正確に確認するこ

とにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

くらし安全

部消費生活

課 

令和７年７月

31日（令和７

年６月５日職

員調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、

「契約のきりふだ（高齢者

編）」デザイン作成等業務委託

料１件、221,100円の支払に当

たり、所得税及び復興特別所得

税20,522円を源泉徴収していな

かった。 

 

不適切事項については、担当者

による事務処理の誤り及び複数の

職員によるチェック体制が不十分

であったことによるものであり、

徴収漏れのあった所得税及び復興

特別所得税については、令和７年

７月７日に納付し、同月31日に中

税務署へ修正した法定調書の提出

をもって源泉徴収を完了した。 

今後は、このようなことがない

よう、決裁の過程において、複数

の職員による確認を徹底するとと

もに、対応に疑義がある場合は経
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理担当者への確認を行うことによ

り再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県総

合防災セン

ター 

令和７年６月

19日（令和７

年３月14日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、令和６年

９月分のガス代ほか２件（支払

額計1,414,215円）について、

約款等で定められた期限までに

支払を行っていなかった。その

結果、遅収料金２件、42,210円

を支払っていた。 

 

 

不適切事項については、担当職

員による確認が不十分であったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、関係職員に本件誤りの内容

の周知を行うとともに、グループ

ウェアにより業務の進捗状況を共

有し、複数職員による確認体制を

強化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

 ⑷ 文化スポーツ観光局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和７年８月

13日（令和７

年６月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、神奈川県

関連特定失踪者及び映画「めぐ

み－引き裂かれた家族の30年」

上映会のチラシ、ポスター印刷

業務１件、138,545円につい

て、政府契約の支払遅延防止等

に関する法律に定められている

期限までに支払を行っていなか

った。 

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない

よう、進行管理表により各職員の

業務の進捗状況を共有し、複数の

職員による確認体制を強化するこ

とにより再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

国際課 令和７年８月

13日（令和７

年６月11日職

員調査） 

（不適切事項）  

物品管理事務において、留学

生支援拠点の運営を委託した事

業者等へのプロジェクターほか

185点の無償貸付けに当たり、

神奈川県財務規則で定められた

局長の承認を受けていないなど

適正な手続を経ずに貸付けを行

っていた。 

 

不適切事項については、担当者

の神奈川県財務規則に対する理解

が十分でなかったことに加え、所

属としてのチェック機能も働いて

いなかったことによるものであ

る。 

 今後は、このようなことがない

よう、本件誤りの内容を所属とし

て共有し、関係規定の理解の向上

を図るとともに、所属としての確

認体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

文化課 令和７年８月

13日（令和７

年６月12日職

員調査） 

（不適切事項）  

支出事務において、令和６年

度神奈川県立青少年センター演

劇資料室の運営協力における演

劇ボランティアへの謝礼金１

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない
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件、54,600円について、支払が

履行確認後３月を超えて遅れて

いた。 

よう、進行管理表により各職員の

業務の進捗状況を共有し、複数の

職員による確認を徹底することに

より再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

スポーツ課 令和７年８月

13日（令和７

年６月16日職

員調査） 

（不適切事項）  

契約事務において、令和６年

度セーリング海上体験会実施業

務委託契約（契約額9,130,000

円）について、体験会の実施回

数の減少等に伴い、変更契約を

締結すべきところ、これによら

ず、受注者との間の協議に基づ

き、当初契約額より162,201円

減額した8,967,799円を支払っ

ていた。 

 

不適切事項については、契約額

の変更に関して双方協議により合

意していたことで、変更契約の必

要性を認識していなかったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、契約額が変更となった場

合、協議の上、変更契約を締結す

ることとし、契約事務において疑

義が生じた際は、所属の執行担当

や総務室に速やかに情報共有や相

談を行うこと等により再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め

る。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県立

スポーツセ

ンター 

令和７年４月

17日（令和７

年３月11日及

び同月12日職

員調査） 

（不適切事項）  

契約事務において、令和６年

度3033体力測定会業務委託契約

（契約額3,484,800円）につい

て、プロポーザル方式による提

案書の提出招請時に公表した仕

様書に3033運動キャンペーンイ

ベントの事業内容等を明示すべ

きところ、これを行っていなか

った。また、契約書に添付され

る仕様書にも同内容を明示して

いなかった。 

 

不適切事項については、担当者

が契約内容を十分に確認しなかっ

たことに加え、所属としてのチェ

ック機能も働いていなかったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、複数の職員による確認体制

を強化することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め

る。 

⑸ 環境農政局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和７年８月

21日（令和７

年６月24日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、不当

利得返還請求権に基づく使用

許可前の期間に係る使用料相

当額244,995円のうち16,083

円について、（款）諸収入

（項）雑入（目）雑入（節）

農林水産業費雑入とすべきと

ころ、（款）使用料及び手数

料（項）使用料（目）農林水

産業使用料（節）畜産業費使

用料で収入していた。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、科目

を誤って理解していたことによ

るものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、グループ内で本件事例

について情報共有し、科目につ

いての理解を共有することによ

り再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 
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２ 支出事務において、共架ケ

ーブル移設工事代１件、

182,600円について、政府契

約の支払遅延防止等に関する

法律に定められている期限ま

でに支払を行っていなかっ

た。 

 

２ 支出事務については、支払期

限について定めた請書の提出が

あったと誤認し、支払期限を誤

って認識していたことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、支払時に書類の確認を

徹底するとともに、グループ内

で事例を共有することにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

環境部資源

循環推進課 

 

令和７年８月

21日（令和７

年７月３日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、LINE公式

アカウント「かながわプラごみ

ゼロ情報」に係るLINE広告業務

委託契約（契約額407,000円）

について、仕様書で定めた業務

内容を変更したにもかかわら

ず、契約当事者間で書面による

合意を行っていなかった。 

 

 

不適切事項については、所属と

してのチェック機能が十分に働い

ていなかったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがない

よう、所属内に周知を行い書面で

合意を取り交わすべきであること

を共有するとともに、複数の職員

による確認体制を強化することに

より再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

農水産部畜

産課 

令和７年８月

21日（令和７

年６月27日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、不当

利得返還請求権に基づく使用

許可前の期間に係る使用料相

当額244,995円のうち16,083

円について、（款）諸収入

（項）雑入（目）雑入（節）

農林水産業費雑入とすべきと

ころ、（款）使用料及び手数

料（項）使用料（目）農林水

産業使用料（節）畜産業費使

用料で収入していた。 

２ 財産管理事務において、変

電所用地に係る行政財産の使

用許可について、事業者が許

可申請せずに設置しているこ

とを設置から10年以上経過し

た令和６年11月に認識したた

め、不当利得返還請求権に基

づく使用許可前の期間に係る

使用料相当額1,152,894円の

うち907,899円について、事

業者の消滅時効援用により徴

収できなかった。 

（要改善事項） 

環境農政局農水産部畜産課

（以下「畜産課」という。）で

は、公用車１台を管理、運行し

ており、高速道路利用のための

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、歳入

科目に対する理解不足から誤っ

た判断をしたことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、神奈川県財務規則や関

係規定の理解向上を図るととも

に、確認体制を構築することに

より再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

２ 財産管理事務については、財

産管理に係る現況把握ができて

いなかったことによるものであ

る。 

  今後は、このようなことがな

いよう、所属で管理している財

産の状況を定期的に確認するこ

とにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

 

要改善事項については、所属で

保有しているＥＴＣカードについ

て、令和７年10月15日にＥＴＣマ

イレージサービスに加入した。 
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ＥＴＣカードを保有している

が、東日本高速道路株式会社、

中日本高速道路株式会社（以下

「東日本高速道路株式会社等」

という。）が運営する高速道路

の利用によりＥＴＣマイレージ

サービスのポイント還元が見込

めるにもかかわらず、ＥＴＣマ

イレージサービスに加入してい

なかった。 

（以下令和７年10月８日神奈川

県監査委員公表第17号中、第７

監査の結果３⑴アのとおり） 

農水産部水

産課 

令和７年８月

21日（令和７

年６月25日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、モニタ

ー等購入代ほか２件（支払額

計62,911円）について、政府

契約の支払遅延防止等に関す

る法律に定められている期限

までに支払を行っていなかっ

た。 

２２ 財産管理事務において、令

和元年度に処分した魚礁（台

帳価格160,700,000円）につ

いて、神奈川県県有財産規則

の規定に基づく工作物に係る

県有財産台帳の補正が、著し

く遅延していた。 

 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、進行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表により各職

員の業務の進捗状況を共有し、

複数の職員による確認体制を強

化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 財産管理事務については、処

分登録を失念していたことによ

るものである。 

  今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表により各職

員の業務の進捗状況を共有し、

複数の職員による確認体制を強

化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県環

境科学セン

ター 

令和７年９月

９日（令和７

年４月24日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、タイ

ヤ入替え代２件、11,000円の

執行に当たり、「（節）需用

費 」 と す べ き と こ ろ 、

「（節）役務費」で執行して

いた。 

２ 支出事務において、消防用

設備点検業務委託契約（契約

額722,700円）に係る前期分

の支払額283,745円につい

て、契約で定められた期限ま

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、神奈

川県財務規則運用通知等に基づ

かず、所属独自の判断により 

「（節）役務費」で執行したこ

とによるものであり、令和７年

４月25日に「（節）需用費」へ

科目更訂した。 

今後は、このようなことがな

いよう、予算執行の際は、神奈
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でに支払を行っていなかっ

た。 

３ 物品管理事務において、常

時 監 視 測 定 室 （ 価 格

1,812,800円）について、不

用決定を行わないまま処分し

ていた。 

 

川県財務規則運用通知等を遵守

するとともに、担当者及び回議

者がチェックを行うことにより

再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

２ 支出事務については、請求書

の受理後、担当者が支払手続を

失念したことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、契約にかかる進捗状況

について、担当者及び上長も把

握できるよう執行状況表等で管

理を徹底することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

３ 物品管理事務については、処

分が遠隔地で行われたこと等に

より、担当者が不用決定手続を

失念したまま、令和６年２月28

日に廃棄し、不用決定処分が令

和６年12月26日に遅れたもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、同様のケースでは新旧

物品の処理経過が分かる資料を

作成し、新旧物品を並行して進

行管理することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県自

然環境保全

センター 

令和７年７月

29日（令和７

年４月10日及

び同月11日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、東海自然

歩道管理委託契約ほか２件（契

約額計6,880,500円）につい

て、平成20年３月28日付け会計

局総務課長通知に反し、予定価

格が100万円を超える随意契約

であったにもかかわらず、契約

結果を公表していなかった。 

 

 

不適切事項については、随意契

約における公表結果手続に対する

認識が不十分であったことによる

ものであり、令和７年10月29日に

公表手続を行った。 

今後は、このようなことがない

よう、契約結果が確定次第速やか

に公表手続を行うとともに、複数

職員による確認体制を強化するこ

とにより再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

神奈川県農

業技術セン

ター三浦半

島地区事務

所 

令和７年２月

25日及び同年

９月19日（令

和７年２月19

日職員調査） 

  

（不適切事項） 

契約事務において、施肥技術

講習会受講料ほか１件（支払額

計21,250円）の履行確認に当た

り、神奈川県財務規則に基づく

検査調書を作成していなかった

にもかかわらず、この場合に同

規則により必要とされる履行確

認に関する記録の作成を行って

いなかった。 

 

不適切事項については、複数の

職員によるチェック体制が不十分

であったことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、履行確認に関する記録の作

成を徹底するとともに、チェック

する職員の数を増やして確認体制

を強化することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め
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る。 

神奈川県農

業技術セン

ター足柄地

区事務所 

令和７年２月

25日及び同年

９月19日（令

和７年２月20

日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、ウイル

ス検査キット購入代１件、

24,200円について、政府契約

の支払遅延防止等に関する法

律に定められている期限まで

に支払を行っていなかった。 

２ 契約事務において、第46回

施設園芸総合セミナー・機器

資材展の参加費（テキスト

代）１件、12,000円の履行確

認に当たり、神奈川県財務規

則に基づく検査調書を作成し

ていなかったにもかかわら

ず、この場合に同規則により

必要とされる履行確認に関す

る記録の作成を行っていなか

った。 

 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、進行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、新たに執行状況確認表

を作成し、複数の職員による確

認体制を強化することにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

２ 契約事務については、履行確

認への認識が不十分であったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

神奈川県畜

産技術セン

ター 

  

令和７年５月

19日及び同年

９月19日（令

和７年５月16

日及び同月19

日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、次のと

おり誤りがあった。 

⑴ 自動販売機設置場所賃貸

借契約（契約総額810,972

円、契約期間：令和５年４

月１日から令和８年３月31

日まで）に基づく貸付けに

当たり、缶、ペットボト

ル、ペットボトルのキャッ

プの３種類の分別ができる

ようにすることなど、仕様

書で定める条件の一部を遵

守させていなかった。 

⑵ 総合研究棟ＬＥＤ化工事

（契約額6,741,900円）に

ついて、契約書で定めた工

事内容に変更が生じたこと

に伴い、変更契約を締結す

べきところ、これを行って

いなかった。 

２ 工事事務において、総合研

究棟ＬＥＤ化工事（契約額

6,741,900円）について、材

料の仕様を誤って設計し、照

明器具201台のうち71台は納

入後に施工することができず

に不要となったため、施工さ

れなかった照明器具71台分の

工事材料相当額1,067,000円

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、次のと

おりである。 

⑴ 自動販売機設置場所賃貸借

契約については、担当者が契

約書の内容を十分理解してい

なかったことに加え、所属と

してのチェック機能が働いて

いなかったことによるもので

あり、その後、業者に連絡

し、令和７年９月２日に分別

が可能な回収ボックスが設置

された。 

今後は、このようなことが

ないよう、担当者だけでな

く、所属として契約内容を把

握することにより再発防止に

取り組み、適切な執行に努め

る。 

⑵ 総合研究棟ＬＥＤ化工事に

ついては、担当者が契約変更

手順を正しく理解していなか

ったことに加え、決裁過程に

おけるチェック機能も働いて

いなかったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことが

ないよう、関係規定の理解向
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の支出を要することとなり、

不経済な執行となっていた。 

上を図るとともに、複数の職

員による確認体制を強化する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努め

る。 

２ 工事事務については、工事会

社が目視で作成した参考見積り

の確認が不十分のまま設計を行

ったことによるものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、契約後速やかに、受託

業者と工事箇所を現場確認し、

設計書の仕様と合致するかを機

器一つ一つについて確認するこ

とにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

神奈川県県

央家畜保健

衛生所 

令和７年７月

４日（令和７

年４月28日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、殺鼠剤等

購入代１件、1,575,860円の履

行確認に当たり、神奈川県財務

規則に基づき検査調書を作成し

なければならない場合に該当す

るにもかかわらず、これを作成

していなかった。 

 

 

不適切事項については、検査調

書を作成することを失念したこと

に加え、決裁過程におけるチェッ

ク機能が働いていなかったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、所属として履行確認の方法

について再確認を行い、決裁の過

程において、各々の職員での確認

体制を強化することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県水

産技術セン

ター 

令和７年３月

19日（令和６

年12月６日職

員調査） 

 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、水産庁

から国立研究開発法人水産研

究・教育機構（以下「機構」

という。）が受託している令

和５年度水産資源調査・評価

推進委託事業の共同実施機関

として実施している200海里

内漁場資源調査（概算事業費

27,582,405円）について、神

奈川県水産技術センター相模

湾試験場（以下「相模湾試験

場」という。）が、当該調査

に要した費用を神奈川県水産

技術センター本所（以下「本

所」という。）へ実績報告を

行う際に、資源管理計画等評

価事業（事業費 1,050,328

円）に係る費用を含めて報告

しなければならないにもかか

わらず、これを含めず報告

し、また、本所においては、

相模湾試験場からの実績報告

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、水産技

術センター相模湾試験場（以下

「相模湾試験場」という。）と

の意思疎通が不十分であったこ

とにより発生したものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、本所と相模湾試験場の

担当者が緊密に連絡を取り合う

ほか、機構に報告するに当たっ

ては、相模湾試験場の実績報告

書や予算資料の内容を確認する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

２ 支出事務については、担当者

が支払手続を失念したこと及び

所属としてのチェック機能が働

いていなかったことによるもの

である。 

今後は、このようなことがな

いよう、担当者に支払期限につ
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書の内容を十分確認しないま

ま、受託事業に要した費用

（実績報告書）を機構に報告

したため、当該事業に係る受

託事業収入額が629,245円過

小となっていた。 

２ 支出事務において、令和６

年４月分の電話料金3,091円

について、支払期限までに支

払を行っていなかった。 

３ 契約事務において、次のと

おり誤りがあった。 

⑴ セレノネイン摂取による

健康機能評価試験委託契約

（契約額3,498,000円）に

ついて、平成20年３月28日

付け会計局総務課長通知に

反し、予定価格が100万円

を超える随意契約であった

にもかかわらず、契約結果

を公表していなかった。 

⑵ 非常用発電機の賃貸借契

約（契約額126,720円、契

約期間：令和６年４月１日

から令和７年３月31日ま

で）について、契約期間の

開始日が令和６年４月１日

であるため、会計局長通知

に基づき同月30日までに契

約すべきところ、同年５月

13日に締結していた。 

いて再周知するとともに、進行

管理表の活用を徹底し、組織で

支払手続の進捗状況について情

報共有を行うことにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

３ 契約事務については、次のと

おりである。 

⑴ セレノネイン摂取による健

康機能評価試験委託契約の契

約結果の公表については、契

約後に必要な事務処理の確認

が所属として不十分であった

ことによるものであり、令和

６年12月６日に契約結果の公

表を行った。 

今後は、このようなことが

ないよう、予定価格が100万円

を超える随意契約について、

契約結果の公表を定める平成

20年３月28日付け会計局総務

課長通知を改めて徹底するこ

とにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努め

る。 

⑵ 非常用発電機の賃貸借契約

については、進行管理が不十

分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことが

ないよう、執行・支出の管理

表に契約締結期限日も併せて

記載し、複数の職員による確

認体制を強化することにより

再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

神奈川県水

産技術セン

ター内水面

試験場 

令和７年３月

19日（令和６

年12月９日職

員調査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、工事

により取得したＥＶ充電器（価

格198,000円）について、出納

の通知や備品台帳への記録など

神奈川県財務規則に定める物品

の管理に係る手続を行っていな

かった。 

 

不適切事項については、担当者

の神奈川県財務規則に対する理解

が不足していたことに加え、所属

におけるチェック機能も働いてい

なかったことによるものであり、

当該備品については、令和７年１

月30日に備品台帳に記載した。 

今後は、このようなことがない

よう、神奈川県財務規則に対する

理解の向上を図るとともに、複数

職員による物品の出納及び管理の

確認体制を強化することにより再

発防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 
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神奈川県水

産技術セン

ター相模湾

試験場 

令和７年３月

19日（令和６

年12月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、水産庁

から国立研究開発法人水産研

究・教育機構（以下「機構」

という。）が受託している令

和５年度水産資源調査・評価

推進委託事業の共同実施機関

として実施している200海里

内漁場資源調査（概算事業費

27,582,405円）について、神

奈川県水産技術センター相模

湾試験場（以下「相模湾試験

場」という。）が、当該調査

に要した費用を神奈川県水産

技術センター本所（以下「本

所」という。）へ実績報告を

行う際に、資源管理計画等評

価事業（事業費 1,050,328

円）に係る費用を含めて報告

しなければならないにもかか

わらず、これを含めず報告

し、また、本所においては、

相模湾試験場からの実績報告

書の内容を十分確認しないま

ま、受託事業に要した費用

（実績報告書）を機構に報告

したため、当該事業に係る受

託事業収入額が629,245円過

小となっていた。 

２ 契約事務において、令和６

年度二宮・平塚海岸養浜環境

影響調査分析委託業務契約

（予定価格1,131,581円）の

締結に当たり、競争入札を行

うべきところ、見積合せを行

い随意契約により契約してい

た。 

  

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、報告先

の神奈川県水産技術センター

（以下「本所」という。）との

意思疎通が不十分であったこと

及び決裁過程におけるチェック

機能が働かなかったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、本所と緊密に連絡を取

るほか、所属内において会計担

当と事業担当との連携を密にす

るとともに、報告伺いに予算資

料を添付することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

２ 契約事務については、随意契

約が可能な範囲について担当者

の確認が不十分であったこと及

び決裁過程におけるチェック機

能が働かなかったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係職員に「予定価格

による随意契約・入札執行等早

見表(出先機関)」を配布し、随

意契約が可能な範囲等を周知徹

底することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

神奈川県東

部漁港事務

所 

令和７年８月

13日（令和７

年４月８日職

員調査） 

 

（不適切事項） 

支出事務において、令和６年

８月分の電気料２件、10,062円

について、納期限までに支払を

行っていなかった。 

 

不適切事項については、担当者

不在時の対応が徹底されていなか

ったため、支払い方法の確認が漏

れていたことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、複数の職員による確認体制

を強化することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め

る。 

 ⑹ 福祉子どもみらい局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 
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総務室 令和７年８月

22日（令和７

年６月25日職

員調査） 

（不適切事項）  

支出事務において、会議等に

係る手話通訳費１件、33,500円

について、政府契約の支払遅延

防止等に関する法律に定められ

ている期限までに支払を行って

いなかった。 

 

不適切事項については、担当者

が１回の派遣依頼に対して、手話

通訳者派遣分と介助員派遣分の２

枚の請求書が発行されるという認

識を有しておらず、２枚目の請求

書の支払手続が漏れてしまったこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、支払の内容について、事業

所管課と情報の共有を図るととも

に、請求書の枚数も含めた請求書

類の内容確認をこれまで以上に徹

底することにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努める。 

共生推進本

部室 

令和７年８月

22日（令和７

年６月25日及

び同月26日職

員調査） 

（不適切事項）  

支出事務において、令和６年

度神奈川県困難女性つながりサ

ポート事業委託契約（契約額

35,882,550円）に係る第３四半

期分の概算払額 8,970,637 円に

ついて、契約で定められた期日

に支払を行っていなかった。ま

た、令和６年度における神奈川

県女性自立支援施設の管理に関

す る 協 定 （ 指 定 管 理 料

143,796,046 円）に係る令和６

年４月分の概算払額10,937,541

円について、協定で定められた

期限までに支払を行っていなか

った。 

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない

よう、各職員の業務の進捗状況を

共有し、複数の職員による確認体

制を強化することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努

める。 

子どもみら

い部次世代

育成課 

令和７年８月

22日（令和７

年６月30日職

員調査） 

（不適切事項）  

支出事務において、令和６年

度児童福祉審議会保育部会（第

１回及び第２回）に係る委員報

酬２件、38,000円について、あ

らかじめ定めた支払日に支払を

行っていなかった。 

 

不適切事項については、委員に

対する報酬の受取の有無の確認が

遅れたことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、委員が変わる都度、委員本

人に報酬受け取りの意思の有無に

ついて確認を行うとともに、児童

福祉審議会所管課に対し、メール

による確認を徹底することにより

再発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

子どもみら

い部子ども

家庭課 

令和７年８月

22日及び同年

９月22日（令

和７年６月27

日職員調査） 

 

（要改善事項） 

福祉子どもみらい局子どもみ

らい部子ども家庭課（以下「子

ども家庭課」という。）が締結

した貸付金債権の回収業務委託

契約について、受注者を公募型

プロポーザル方式により選定す

るに当たり、提案者の参考見積

額を、委託予定債権額に提案者

 

要改善事項については、高い想

定回収率を提示した提案者が無効

となることがないよう、令和７年

度委託契約時より、提案者が提示

する参考見積書の計算方法を県が

定めた一定の回収額に対し、提案

者が提示する成功報酬率を乗じて

算定する方法に見直した。 
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が提案した回収率（以下「想定

回収率」という。）、提案した

成功報酬率（以下「成功報酬

率」という。）等を乗じて算定

することとしているため、高い

想定回収率を提示した提案書が

県の設定した予定価格を上回る

ことで審査に付されることなく

無効となり、こうした提案が不

利となる仕組みとなっていた。 

（以下令和７年10月８日神奈川

県監査委員公表第17号中、第７

監査の結果３⑵アのとおり） 

 

子どもみら

い部青少年

課 

令和７年８月

22日（令和７

年７月２日職

員調査） 

（不適切事項）  

財産管理事務において、下水

管の設置に係る行政財産の使用

許可について、令和６年４月１

日までに更新許可をすべきとこ

ろ、これを行わず、許可がない

まま下水管を設置させていた。

なお、その後、同年５月30日を

始期とする許可を行っていた。 

 

不適切事項については、普通財

産と行政財産を別々の管理簿、フ

ォルダで管理していたために、更

新手続の漏れが発生したものであ

る。 

今後は、このようなことのない

よう、普通財産にかかる貸付契約

と行政財産にかかる使用許可を同

じファイルで管理することで、適

切に更新手続等の進行管理をする

ことにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

子どもみら

い部私学振

興課 

令和７年８月

22日（令和７

年７月１日職

員調査） 

（不適切事項）  

支出事務において、全国私立

学校審議会連合会令和６年度理

事会に係る委員への報酬19,000

円及び旅費1,094円について、

支払が履行確認後３月を超えて

遅れていた。 

 

 

不適切事項については、附属機

関を所管するグループの担当者

が、執行を所管するグループあて

の執行依頼を失念していたこと、

所属内で速やかに支払遅延を発

見・指摘できる体制を構築できて

いなかったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがない

よう、附属機関を所管するグルー

プの担当者は、必ず１件ごとに執

行を依頼するとともに、グループ

ウェアで執行を所管するグループ

の担当者とも会議開催のスケジュ

ールを共有し、委員報酬・旅費の

執行状況について行政文書管理シ

ステムを用いて随時確認すること

により再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

福祉部障害

福祉課 

令和７年８月

22日（令和７

年７月16日職

員調査） 

（不適切事項）  

契約事務において、令和６年

度障がい者差別相談窓口運営業

務委託契約（契約額7,359,137

円、契約期間：令和６年５月１

日から令和７年３月31日まで）

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない

よう、進行管理表等により各職員
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について、契約期間の開始日ま

でに契約を締結していなかっ

た。 

の業務を共有し、複数の職員によ

る確認体制を強化することにより

再発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

福祉部障害

サービス課 

令和７年８月

22日及び同年

９月22日（令

和７年７月22

日職員調査） 

（不適切事項）  

契約事務において、次のとお

り誤りがあった。  

１  令和６年度障害者総合支援

法指定事業所管理システム運

用事業委託契約（契約額

1,452,000円、契約期間：令

和６年４月１日から令和７年

３月31日まで）について、契

約期間の開始日が令和６年４

月１日であるため、会計局長

通知に基づき同月30日までに

契約すべきところ、同年６月

５日に締結していた。  

２  福祉子どもみらい局福祉部

障害サービス課が仕様を作成

し、神奈川県立中井やまゆり

園が実施した中井やまゆり園

アスベスト調査（スクリーニ

ング調査及び定性分析調査）

業務委託契約（単価契約、支

払額5,065,500円）の調査対

象である13施設（延床面積

9,394.38㎡）のうち７施設

（同6,574.91㎡）の外壁につ

いて、令和４年度に実施した

中井やまゆり園アスベスト含

有分析調査業務委託契約（契

約額3,190,000円）によりア

スベスト含有の結果を把握し

ていたにもかかわらず、今回

の調査においてもスクリーニ

ング調査を実施していた。 

 

不適切事項の契約事務について

は、次のとおり措置した。 

１ 令和６年度障害者総合支援法

指定事業所管理システム運用事

業委託契約については、進行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

２ 中井やまゆり園アスベスト調

査業務委託契約のスクリーニン

グ調査については、課内での過

去の案件に対する確認が不十分

であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制の強化及び過去に実施した

委託内容をリスト化することに

より再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

福祉部生活

援護課 

令和７年８月

22日（令和７

年７月14日職

員調査） 

（不適切事項）  

支出事務において、被爆者等

健康診断委託料18件、331,904

円について、契約で定められた

期限までに支払を行っていなか

った。その結果、遅延利息１

件、100円を支払っていた。 

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない

よう、経理担当と共有している執

行管理表による管理を徹底すると

ともに、執行管理表を毎月の月

央・月末に必ず全員で確認する執

行確認デーを設定し、確認漏れ防

止のため毎月課内の全職員に対し

てメールで注意喚起することで進

行管理の体制を強化することによ

り再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 
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出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県中

央児童相談

所 

令和７年３月

６日（令和６

年12月19日職

員調査） 

（不適切事項）  

１  収入事務において、障害児

保護措置費自己負担金12件、

8,160円について、調定が３

月を超えて遅れていた。 

２ 事務事業の執行において、

神奈川県中央児童相談所（以

下「中央児相」という。）が

児童を措置委託し、神奈川県

大和綾瀬地域児童相談所（以

下「大和綾瀬地域児相」とい

う。）が所管する里親に対し

て支給する里親委託費の被虐

待児等受入加算(月額13,050

円)について、措置児童に療

育手帳が交付され、令和５年

１月から当該加算の対象とな

ったため、中央児相が加算の

認定を行うべきところ、令和

６年２月までこれを行ってい

なかった。これにより、当該

里親に里親委託費を支給する

大和綾瀬地域児相において、

14か月分の加算額182,700円

の支給が遅れることとなっ

た。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、担当課

の措置費台帳等の内容確認が不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

２ 事務事業の執行については、

担当者の措置委託に係る受入加

算の認識が不足していたこと、

関係所属との情報共有や連携が

不足していたことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、会議等で措置委託に係

る制度を職員間で共有し、複数

の職員による確認体制を強化す

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県平

塚児童相談

所 

令和７年９月

22日（令和７

年１月24日職

員調査） 

（不適切事項）  

契約事務において、腸内細菌

検査委託契約（単価契約、支払

額4,004円）について、検便採

取容器代（１件、1,088円（税

抜））が有料となったことか

ら、契約権限者の決裁を得た上

で、契約金額の変更に係る請書

の変更を行うべきところ、これ

らの手続を行わないまま、口頭

により検便容器の発注を別途行

っていた。 

 

 

不適切事項については、契約後

の契約内容の変更に対する職員の

知識・経験不足及び職場内での意

思疎通不足によるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、不祥事防止研修を実施し、

所内の職員に対して注意喚起を行

うとともに、厨房業務従事職員と

管理課事務職員の連携による情報

共有を徹底することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県鎌

倉三浦地域

児童相談所 

 

令和７年９月

16日（令和７

年２月13日職

員調査） 

（不適切事項）  

財産管理事務において、次の

とおり誤りがあった。  

１ 鎌倉三浦地域児童相談所太

陽光発電設備設置工事により

取得した太陽光発電設備（台

帳価格17,435,072円）につい

て、神奈川県県有財産規則の

規定に基づく工作物に係る県

 

不適切事項の財産管理事務につ

いては、次のとおり措置した。 

１ 工事により取得した太陽光発

電設備に係る県有財産台帳の補

正を行っていなかったことにつ

いては、担当者の財産管理事務

の理解が不十分であったことに

よるものであり、令和７年６月
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有財産台帳の補正を行ってい

なかった。 

２ 鎌倉三浦地域児童相談所太

陽光発電設備設置工事により

新設した電気設備（台帳価格

1,740,128円）について、固

定資産取扱要領に規定される

資本的支出を行ったときに必

要な建物台帳価格の再算定及

び神奈川県県有財産規則の規

定に基づく県有財産台帳の補

正を行っていなかったため、

建物台帳価格が1,740,128円

過小であった。 

16日に県有財産台帳を補正し

た。 

  今後は、このようなことがな

いよう、財産管理事務につい

て、神奈川県県有財産規則等の

精読及び関係部署への適切な問

合せを行い、業務への理解向上

を図るとともに、複数職員によ

る確認体制を強化することによ

り再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

２ 工事により新設した電気設備

に係る建物台帳価格の再算定及

び県有財産台帳の補正を行って

いなかったことについては、担

当者の財産管理事務の理解が不

十分であったことによるもので

あり、令和７年11月12日に県有

財産台帳を補正した。 

今後は、このようなことがな

いよう、財産管理事務について

神奈川県県有財産規則等の精読

及び関係部署への適切な問合せ

を行い、業務への理解の向上を

図るとともに、複数職員による

確認体制を強化することにより

再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

神奈川県小

田原児童相

談所 

令和７年９月

19日（令和７

年３月３日職

員調査） 

（不適切事項）  

予算の執行において、児童福

祉法第28条に基づく児童の施設

等への入所に関する審判申立に

係る代理人契約の契約金のう

ち、令和５年度に履行確認した

横浜家庭裁判所小田原支部への

申立受理後の支払分４件、

330,000円について、令和５年

度の歳出として整理する必要が

あったにもかかわらず、令和６

年度予算により支出していた。 

 

不適切事項については、契約担

当職員が契約内容を十分に理解し

ていなかったこと及び進捗管理が

不十分であったことによるもので

ある。 

 今後は、このようなことがない

よう、本件誤りの内容を所属とし

て共有すること及び契約担当課と

経理担当課との進行管理表により

業務の進捗管理を共有することに

より再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

 

神奈川県厚

木児童相談

所 

令和７年３月

３日（令和７

年１月15日職

員調査） 

（不適切事項）  

支出事務において、緊急短期

里親委託費１件、86,096円につ

いて、政府契約の支払遅延防止

等に関する法律に定められてい

る期限までに支払を行っていな

かった。その結果、支払手続が

会計年度を超えて遅延し、遅延

利息１件、900円を支払ってい

た。 

 

不適切事項については、請求書

が２枚あったにもかかわらず、起

案者及び決裁者ともに、１枚の請

求書の支出処理を失念していたこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、支出処理を行う際は、より

一層のダブルチェックを行うとと

もに、主管課及び担当課が相互に
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確認できるよう体制を整えること

により再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

神奈川県立

中井やまゆ

り園 

 

令和７年２月

20日及び同年

９月22日（令

和６年12月24

日職員調査） 

（不適切事項）  

契約事務において、福祉子ど

もみらい局福祉部障害サービス

課が仕様を作成し、神奈川県立

中井やまゆり園が実施した中井

やまゆり園アスベスト調査（ス

クリーニング調査及び定性分析

調査）業務委託契約（単価契

約、支払額5,065,500円）の調

査対象である13施設（延床面積

9,394.38㎡）のうち７施設（同

6,574.91㎡）の外壁について、

令和４年度に実施した中井やま

ゆり園アスベスト含有分析調査

業 務 委 託 契 約 （ 契 約 額

3,190,000円）によりアスベス

ト含有の結果を把握していたに

もかかわらず、今回の調査にお

いてもスクリーニング調査を実

施していた。 

 

不適切事項については、園内の

財産関係資料が複数箇所に保管さ

れていることにより、職員間での

引継ぎ及び課内の情報共有から漏

れてしまっていたことによるもの

である。  

今後は、このようなことがない

よう、同一のキャビネットに集約

して保管するとともに、集約しき

れない資料は目録を作成して情報

を一元管理することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

 ⑺ 健康医療局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和７年８月

21日（令和７

年６月30日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、感染症発

生動向調査検体搬送業務委託契

約に係る令和６年９月分の支払

額ほか１件（支払額計324,940

円）について、契約等で定めら

れた期限までに支払を行ってい

なかった。 

 

不適切事項については、所属の

進行管理が不十分であったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、進行管理表により各職員の

業務の進捗状況を共有し、複数の

職員による確認体制を強化するこ

とにより再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

保健医療部

医療整備・

人材課 

令和７年８月

21日（令和７

年７月８日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、次のとお

り誤りがあった。 

１ 令和６年度神奈川県立衛生

看護専門学校教務委託契約

（契約額509,676,330 円）の

令和６年５月分の概算払額 

75,511,000円について、請求

書を提出する期日をあらかじ

め指定していなかったため、

請求書の提出が遅れ、これに

より、契約で定められた期日

に支払を行っていなかった。 

２ 令和６年度産科等医師修学

 

不適切事項の支出事務について

は、次のとおり措置した。 

１ 衛生看護専門学校教務委託費

の支払遅れについては、担当者

が契約書に定めた支払期日を失

念したことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、グループウェアのスケ

ジュール機能により複数人で進

行管理を行うことにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

２ 産科等医師修学資金貸付金の
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資金貸付金５件（貸付金額計

5,439,000円）の令和６年７

月分の交付額453,250円につ

いて、神奈川県産科等医師修

学資金貸付条例、同施行規則

における取扱要領の規定に反

し、交付日に交付を行ってい 

なかった。 

交付遅れについては、支払日を

同じくしている別の貸付金の執

行書類を総務室に持ち込んだ際

に、担当者が当該貸付金の執行

書類も持ち込んだと誤認したこ

とによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、グループウェアのスケ

ジュール機能により複数人で執

行書類の持ち込みの確認を行う

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

保健医療部

健康危機・

感染症対策

課 

令和７年８月 

21日（令和７

年７月３日職 

員調査） 

（不適切事項）  

支出事務において、令和６年

３月分の電話使用料2,862円に

ついて、支払期限までに支払を

行っていなかった。 

 

不適切事項については、前渡金

の口座名義変更の手続に不備があ

り、振込不能となったもので、執

行のスケジュール及び口座名義人

の情報の共有ができていなかった

ことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、執行の際のスケジュール及

び口座名義人の情報について、総

務室経理グループと事業担当課で

情報共有を徹底して行い、支払遅

延が生じないよう双方において確

認を行うことにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

保健医療部

健康増進課 

令和７年８月 

21日（令和７ 

年７月10日職 

員調査） 

（不適切事項） 

 支出事務において、会場使用

料１件、11,000円について、政

府契約の支払遅延防止等に関す

る法律に定められている期限ま

でに支払を行っていなかった。 

 

不適切事項については、担当職

員の政府契約の支払遅延防止等に

関する法律の理解不足及び複数職

員による進行管理が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、所属内で、政府契約の支払

遅延防止等に関する法律に定める

支払期日の周知を行い、理解に努

めるとともに、副主任や予算担当

者等の複数職員による確認体制を

強化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

保健医療部

がん・疾病

対策課 

令和７年８月 

21日（令和７ 

年７月11日職 

員調査） 

（不適切事項）  

１ 財産管理事務において、精

神障害者入院医療援護金に係

る返還金の収入未済１件、

90,000円について、令和６年

度に時効の完成により債権が

消滅していたにもかかわら

ず、不納欠損処分を行ってい

なかった。  

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 財産管理事務については、担

当者は時効の完成を把握してい

たが、不納欠損処分が必要であ

ることを認識しておらず、ま

た、他の職員によるチェックも

行われていなかったことが原因
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２ 文書の管理において、難病

患者の特定医療費支給認定に

係る新規申請書の添付書類１

通を紛失していた。 

であり、令和７年７月31日に不

納欠損処分を行った。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数職員でのチェック

体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

２ 文書の管理については、申請

書に添付される臨床調査個人票

は通常１通であるため、２通目

の個人票の存在を失念してファ

イリングを行い、２通目の個人

票を別の場所に保管したか、あ

るいは誤って廃棄した可能性が

高く、複数の職員が個別に対応

し、情報共有及び意思疎通が不

足していたことによるものであ

る。 

  今後は、このようなことがな

いよう、複数の疾患に係る申請

書がある場合は、チェック表に

その旨を記載するとともに、複

数の疾患に係る申請書は、１件

ごとに色付きファイルに入れる

ことを徹底することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

生活衛生部

生活衛生課 

令和７年８月 

21日（令和７ 

年７月１日職 

員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、令和６

年３月に履行確認した追録代１

件、15,862円について、令和５

年度の歳出として整理する必要 

があったにもかかわらず、出納

閉鎖期間後に未払いが判明した

ため、令和５年度予算で支出が

できず、令和６年度予算により

支出していた。 

 

不適切事項については、複数の

職員により確認するなどの組織と

しての対応が不十分であったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、納品及び請求・支払状況を

担当者のみならず、複数の職員が

確認するよう体制を強化すること

により再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県衛

生研究所 

令和７年３月 

５日及び同年 

６月２日（令 

和７年３月４ 

日及び同月５ 

日職員調査） 

 

（不適切事項） 

契約事務において、前金払を

した第61回全国衛生化学技術協

議会年会の資料代１件、20,000

円の履行確認に当たり、神奈川

県財務規則に基づく検査調書を

作成していなかったにもかかわ

らず、この場合に同規則により

必要とされる履行確認に関する

記録の作成を行っていなかっ

 

不適切事項については、担当職

員の失念及び所属における前金払

をした際の履行確認手続の理解が

不十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがない

よう、前金払をした際の履行確認

手続について所内に周知すること

により再発防止に取り組み、適正
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た。 な事務執行に努める。 

神奈川県平

塚保健福祉

事務所 

令和７年４月 

30日（令和７ 

年３月３日及 

び同月４日職 

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、令和６年

６月分の児童保護措置費

534,609円について、政府契約

の支払遅延防止等に関する法律

に定められている期限までに支

払を行っていなかった。 

 

不適切事項については、執行書

類の回議に際し、職員間で支払期

限に係る情報共有がなされず、進

行管理が不徹底であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがない

よう、執行書類を回議する際は、

処理期限を明確に記載するととも

に、職員間で声を掛け合って、進

行管理を行うことにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努

める。 

神奈川県鎌

倉保健福祉

事務所三崎

センター 

令和７年５月 

21日（令和７ 

年１月17日職 

員調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、三

浦地域の職域における健康・食

生活調査謝礼金に係る所得税及

び復興特別所得税１件、1,327

円について、法定納期限内に納

付を行っていなかった。 

 

不適切事項については、担当職

員が人事異動直後であり、歳計外

現金事務の理解が不足していたた

め、支払手続を失念したこと及び

同事務の実施状況に係る所属とし

てのチェック機能が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、定例的な支払業務を管理す

る「会計進行管理表」に同事務の

実施状況の入力を徹底し、所属と

して進捗状況を見える化すること

により再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

神奈川県小

田原保健福

祉事務所 

令和７年２月 

27日（令和６ 

年12月13日及 

び同月16日職 

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、追録

代１件、6,886円について、

令和５年度の歳出として整理

する必要があったにもかかわ

らず、支払を行わないまま会

計年度が終了したため、令和

５年度予算で支出ができず、

令和６年度予算により支出し

ていた。 

２ 支出事務において、令和６

年４月分の母子生活支援施設

入所措置費ほか８件（支払額

計2,643,227円）について、

政府契約の支払遅延防止等に

関する法律に定められている

期限までに支払を行っていな

かった。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、全ての予算について網

羅した進行管理表の整備や複数

の職員による確認体制を強化す

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

２ 支出事務については、政府契

約の支払遅延防止等に関する法

律の理解が不十分であったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表によるチェ

ックを徹底するとともに、母子

生活支援施設入所措置費の支払

については、政府契約の支払遅

延防止等に関する法律が適用さ
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れ、請求から15日以内に支払が

必要であることを関係課の職員

に周知徹底することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

神奈川県厚

木保健福祉

事務所大和

センター 

令和７年７月 

31日（令和７ 

年４月14日職 

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、令和６年

４月分のガス代ほか11件（支払

額計57,448円）の履行確認に当

たり、神奈川県財務規則に基づ

く検査調書を作成していなかっ

たにもかかわらず、この場合に

同規則により必要とされる履行

確認に関する記録の作成を行っ

ていなかった。 

 

不適切事項については、担当者

が履行確認に関する記録の作成を

失念していたことに加え、所属の

決裁過程におけるチェック機能も

働いていなかったことによるもの

である。 

今後は、このようなことがない

よう、所属として改めて神奈川県

財務規則に対する正しい理解を共

有するとともに、決裁の過程にお

いて、複数の職員による確認体制

を強化することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努め

る。 

神奈川県立

よこはま看

護専門学校 

令和７年７月 

28日（令和７ 

年２月６日職 

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、次のとお

り誤りがあった。 

１ 総合建物管理業務委託契約

ほ か １ 件 （ 契 約 額 計

21,404,900円、契約期間：令 

和６年４月１日から令和７年

３月31日まで）について、契

約期間の開始日が令和６年４

月１日であるため、会計局長

通知に基づき同月30日までに

契約すべきところ、同年５月

７日及び同月14日に締結して

いた。 

２ 相鉄線車内ドア横ポスター

掲出料ほか１件（支払額計

512,600円）の履行確認に当

たり、神奈川県財務規則に基

づく検査調書を作成していな

かったにもかかわらず、この

場合に同規則により必要とさ

れる履行確認に関する記録の

作成を行っていなかった。 

３ ＡＶシステムの点検代１

件、13,200円について、緊急

時等の対応として起案用紙等

を用いてあらかじめ方針を伺

った上で発注すべきところ、

これを行わずに発注してい

た。 

 

不適切事項の契約事務について

は、次のとおり措置した。 

１ 委託契約ほか１件の契約時期

の遅延については、契約事務の

進行管理が不十分であったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、個々の契約締結時の進

行管理表を作成し、各契約の進

捗状況を確認するとともに、複

数の職員で進捗を確認すること

により再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

２ 履行確認時の検査調書の未作

成については、担当職員の神奈

川県財務規則への理解が不足し

ていたことに加え、複数の職員

で確認する体制がなかったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、所属として同規則等に

対する正しい理解を共有すると

ともに、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

３ 緊急時対応の事前の方針伺い

の未実施については、担当職員

等の緊急時対応の発注方法につ

いての理解が不足していたこと

によるものである。 
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今後は、このようなことがな

いよう、改めて緊急時の事務処

理方法を確認・課内で共有する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

 ⑻ 産業労働局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和７年８月

15日（令和７

年６月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、令和６

年５月分の成長期ベンチャー

交 流 拠 点 施 設 使 用 料

2,326,500円について、契約

で定められた期限までに支払

を行っていなかった。 

２ 契約事務において、次のと

おり誤りがあった。 

⑴ 令和６年度ロボット/ド

ローン開発・実装促進事業

業務委託ほか１件（契約額

計314,098,658円）につい

て、開発企業に対する支援

金額の減額に伴い、変更契

約を締結すべきところ、こ

れによらず、受注者との間

の協議に基づき、当初契約

額より17,342,801円減額し

た296,755,857円を支払っ

ていた。 

⑵ 神奈川県特別高圧受電者

支援給付金申請受付・審査

等業務委託契約（当初契約

額17,028,550円、当初契約

期間：令和６年２月26日か

ら同年12月20日まで）及び

神奈川県貨物運送事業者燃

料高騰対応支援金申請受付

等業務委託契約（当初契約

額36,594,795円、当初契約

期間：令和６年１月24日か

ら同年８月30日まで）につ

いて、給付金事業等の延長

に伴う申請書類受付等の業

務量が当初の仕様で示して

いた業務量よりも大幅に増

加することから、新たな契

約を締結すべきであったに

もかかわらず、神奈川県特

別高圧受電者支援給付金申

請受付・審査等業務委託契

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、執行管

理が不十分であったことによる

ものである。 

  今後は、このようなことがな

いよう、事業課からの執行書類

持込に当たっては、事業課担当

者から経理担当者へ処理期限を

連絡するとともに、複数の職員

による確認体制を強化すること

により再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

２ 契約事務については、次のと

おりである。 

⑴ 令和６年度ロボット/ドロー

ン開発・実装促進事業業務委

託ほか１件については、本事

業の仕様書で支援金残額が生

じた場合は契約金額から減額

する規定があるため、契約金

額は概算金額として概算の執

行伺いにより契約締結したも

のと認識していたことによる

ものである。 

   また、当該減額による契約

金額の変更が双方合意のもと

であったため、変更契約の締

結は不要と認識していたこと

によるものである。 

   今後は、このようなことが

ないよう、契約金額は概算金

額（上限）で精算が伴う契約

である旨を契約書上に明記す

るとともに、支援金額が概算

金額（上限）を超える場合に

は、協議を行い、双方合意し

た上で、変更契約を締結しな

ければならないことを確認す

ることにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め
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約においては15,327,290

円、神奈川県貨物運送事業

者燃料高騰対応支援金申請

受付等業務委託契約におい

ては32,152,329円の増額と

なる変更契約を締結してい

た。 

３ 財産管理事務において、行

政財産である建物１棟、工作

物４件及び立木９本（台帳価

格計5,514,000円）の除却工

事に当たり、用途廃止手続の

完了を確認した上で処分の実

施に係る決裁手続を行うべき

ところ、これを行わずに行政

財産のまま除却工事を開始し

ていた。 

る。 

⑵ 神奈川県特別高圧受電者支

援給付金申請受付・審査等業

務委託契約及び神奈川県貨物

運送事業者燃料高騰対応支援

金申請受付等業務委託契約に

ついては、当室及び事業課に

おいて変更契約の条件に関す

る理解が不足し、採用した変

更契約という契約形態が適切

かどうかの検討がなされない

まま契約締結したことによる

ものである。 

   今後は、このようなことが

ないよう、事案ごとに採用し

た契約形態が適切かどうかを

会計事務の手引や神奈川県財

務規則を当室と事業課相互に

確認することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

３ 用途廃止手続について、担当

者の関係規定に対する理解が不

足していたことに加え、所属の

進行管理やチェック体制が不十

分であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上

を図るとともに、工事工程と手

続の進捗が適切かどうか複数の

職員による確認体制を強化する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

産業部産業

振興課 

令和７年８月

15日（令和７

年６月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、次のと

おり誤りがあった。 

⑴ 令和６年５月分の成長期

ベンチャー交流拠点施設使

用料 2,326,500円につい

て、契約で定められた期限

までに支払を行っていなか

った。 

⑵ 地方独立行政法人神奈川

県立産業技術総合研究所特

定運営費交付金の戻入３

件、116,474 円について、

納付期限を令和７年５月 

27日とすべきところ、誤っ

て同月28日としたために、

県への収入が同年６月２日

となり、令和６年度中に戻

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 支出事務については、次のと

おりである。 

⑴ 令和６年５月分の成長期ベ

ンチャー交流拠点施設使用料

については、執行管理が不十

分であったことによるもので

ある。 

   今後は、このようなことが

ないよう、執行書類持込に当

たっては、経理担当者へ処理

期限を連絡するとともに、複

数の職員による確認体制を強

化することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に

努める。 
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入処理がされなかった。 

２ 契約事務において、令和６

年度ロボット/ドローン開

発・実装促進事業業務委託ほ

か １ 件 （ 契 約 額 計

314,098,658円）について、

開発企業に対する支援金額の

減額に伴い、変更契約を締結

すべきところ、これによら

ず、受注者との間の協議に基

づ き 、 当 初 契 約 額 よ り 

17,342,801 円 減 額 し た 

296,755,857円を支払ってい

た。 

⑵ 地方独立行政法人神奈川県

立産業技術総合研究所特定運

営費交付金については、執行

管理及び戻入期日の確認が不

十分であったことによるもの

である。 

   今後は、このようなことが

ないよう、執行管理表等によ

り、進捗状況を複数人で共有

する体制を強化しつつ、相手

方の金融機関の確認や戻入期

日など、必要な情報の確認を

徹底することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

２ 契約事務については、本事業

の仕様書で支援金残額が生じた

場合は契約金額から減額する規

定があるため、契約金額は概算

金額として概算の執行伺いによ

り契約締結したものと認識して

いたことによるものである。 

  また、当該減額による契約金

額の変更が双方合意のもとであ

ったため、変更契約の締結は不

要と認識していたことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、契約金額は概算金額

（上限額）で精算が伴う契約で

ある旨を契約書上に明記すると

ともに、支援金額が概算金額

（上限）を超える場合には、協

議を行い、双方合意した上で、

変更契約を締結しなければなら

ないことを確認することにより

再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

中小企業部

中小企業支

援課 

令和７年８月

15日（令和７

年６月19日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、神奈川県

特別高圧受電者支援給付金申請

受付・審査等業務委託契約（当

初契約額17,028,550円、当初契

約期間：令和６年２月26日から

同年12月20日まで）について、

給付金事業の延長に伴う申請書

類受付等の業務量が当初の仕様

で示していた業務量よりも大幅

に増加することから、新たな契

約を締結すべきであったにもか

かわらず、15,327,290円の増額

となる変更契約を締結してい

 

不適切事項については、経理担

当課及び事業課において変更契約

の条件に関する理解が不足し、採

用した変更契約という契約形態が

適切かどうかの検討がなされない

まま契約締結したことによるもの

である。 

今後は、このようなことがない

よう、事案ごとに採用した契約形

態が適切かどうかを会計事務の手

引や神奈川県財務規則を経理担当

課と事業課相互に確認することに

より再発防止に取り組み、適正な
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た。 事務執行に努める。 

中小企業部

商業流通課 

令和７年８月

15日（令和７

年６月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

 契約事務において、神奈川県

貨物運送事業者燃料高騰対応支

援金申請受付等業務委託契約

（当初契約額36,594,795円、当

初契約期間：令和６年１月24 

日から同年８月30日まで）につ

いて、支援金事業の延長に伴う

申請書類受付等の業務量が当初

の仕様で示していた業務量より

も大幅に増加することから、新

たな契約を締結すべきであった

にもかかわらず、32,152,329 

円の増額となる変更契約を締結

していた。 

 

不適切事項については、経理担

当課及び事業課において変更契約

の条件に関する理解が不足し、採

用した変更契約という契約形態が

適切かどうかの検討がなされない

まま契約締結したことによるもの

である。 

今後は、このようなことがない

よう、事案ごとに採用した契約形

態が適切かどうかを会計事務の手

引や神奈川県財務規則で経理担当

課と事業課相互に確認することに

より再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県計

量検定所 

令和７年８月

25日（令和７

年４月４日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、神奈川

県指定定期検査及び指定計量

証明検査業務委託契約（契約

額25,162,000円）について、

受注者に個人情報を扱わせて

いるにもかかわらず、契約で

定められた個人情報の取扱責

任者及び業務従事者の届出を

提出させていなかった。 

２ 財産管理事務において、行

政財産である建物１棟、工作

物４件及び立木９本（台帳価

格計 5,514,000円）につい

て、庁舎の建て替えに係る除

却工事の開始前に用途廃止の

手続を行うべきところ、これ

を行っていなかった。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、契約で

定められた書類が提出されてい

ないことについて担当者が確認

していなかったこと及び所属に

よる確認も不十分であったこと

によるものである。 

  今後は、このようなことがな

いよう、書類提出の受領に係る

進行管理について、進行管理表

で共有するなど、組織として確

認体制を強化することにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

２ 財産管理事務については、担

当者の関係法令に対する理解が

不足していたことに加え、所属

の進行管理やチェック体制が不

十分であったことによるもので

ある。 

 今後は、このようなことがな

いよう、関係法令の理解の向上

を図るとともに、工事工程と手

続の進捗が適切かどうか複数の

職員による確認体制を強化する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県か

ながわ労働

センター 

令和７年５月

21日（令和７

年２月21日職

（不適切事項） 

１ 契約事務において、外国人

労働相談通訳業務委託契約

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 
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員調査） 

 

（契約額866,030円）につい

て、あらかじめ設定した年間

の通訳業務の利用時間を超え

た場合は超過費用を支払うこ

ととしているにもかかわら

ず、当該利用時間を契約書に

記載していなかった。 

２ 歳計外現金事務において、

相談員等謝礼金及び弁護士謝

礼金に係る所得税及び復興特

別所得税１件、17,884円につ

いて、法定納期限内に納付を

行っていなかった。 

 

１ 契約事務については、必要な

記載についての確認が不十分で

あったことによるものである。 

  今後は、このようなことがな

いよう、契約書に記載すべき内

容について、複数の職員による

確認を徹底することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

２ 歳計外現金事務については、

担当職員が払出日を法定納期限

に指定した上で起案をしていた

が、決裁者が出張等により不在

であったため、決裁が取れず、

払出しが間に合わなかったこと

によるものである。 

  今後は、このようなことがな

いよう、法定納期限が定められ

たものについて、複数の職員に

よる決裁状況の確認を徹底する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

 ⑼ 県土整備局 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

事業管理部

県土整備経

理課 

令和７年７月

31日及び同年

９月22日（令

和７年６月13

日職員調査） 

 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、ウェ

ブ会議システム（Zoom）ライ

センスサービス利用料の導入

２年度目以降の会計処理につ

いて、「（節）使用料及び賃

借料」で執行するよう通知す

べきところ、導入初年度の支

出科目と同様であると誤認し

たため、「（節）役務費」で

執行するよう通知していた。

その結果、県土整備局内14室

課におけるウェブ会議システ

ム（Zoom）ライセンスサービ

ス利用料14件、597,366円を

誤 っ た 予 算 科 目 で あ る

「（節）役務費」で執行して

いた。 

２ 収入事務において、道路維

持作業車の購入代金からの控

除により徴収することとし

た、受注者の責によって発生

した違約金１件、304,264円

について、調定が３月を超え

て遅れていた。 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、会計

局指導課への財務相談の確認が

不十分であったことに加え、所

属としても決裁過程におけるチ

ェック機能が働いていなかった

ことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、疑義が生じる場合には

会計局指導課への相談を確実に

行うことに加え、毎年度発出す

る執行に係る通知においても、

Zoom利用料の節について、導入

年度は「（節）役務費」、次年

度以降にライセンスのみを追加

購 入 （ 更 新 ） す る 場 合 は

「（節）使用料及び賃借料」と

記載することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

２ 収入事務については、違約金

の徴収方法を担当者が誤認して

いたことに加え、所属としても
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 決裁過程におけるチェック機能

が働いていなかったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、課内の執行担当グルー

プで本件誤りの内容を共有する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

事業管理部

建設業課 

令和７年７月

31日（令和７

年６月12日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、会場

使用料１件、7,700円の支払

に当たり、あらかじめ支出負

担行為の決裁を受けるべきと

ころ、執行伺票兼支出命令票

により執行していた。 

２ 支出事務において、会場使

用料１件、7,700円につい

て、政府契約の支払遅延防止

等に関する法律に定められて

いる期限までに支払を行って

いなかった。 

 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 予算の執行については、会場

を使用する前に事務費執行依頼

票を経理担当課へ提出すること

を失念したことに加え、所属の

チェック機能が十分に働いてい

なかったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、会議開催の起案と執行

依頼の起案を同時に決裁すると

ともに、職場研修において職員

に周知することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

２ 支出事務については、請求書

に記載された支払期限内に支払

いを行えば問題ないと誤認した

ことに加え、所属のチェック機

能が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、請求書に記載の支払期

限にかかわらず、契約書がない

場合の支払期限は請求書受領か

ら15日であるとの注意書きを進

行管理表に記載するとともに、

契約書の有無の確認欄を設ける

など、所属の確認体制を強化す

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

道路部道路

管理課 

令和７年８月

４日（令和７

年６月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、ＩＣ

レコーダーの管理に当たり、外

部記録媒体等取扱要領に基づ

き、使用時以外は施錠可能な場

所に保管し、外部記録媒体等管

理簿を用いて管理及び記録を行

わなければならないところ、こ

れらを行っていなかった。 

 

不適切事項については、外部記

録媒体等取扱要領に基づく保管、

管理の認識が所属内で不足してい

たことによるものである。 

こうした状況を認識した令和６

年６月以降、ＩＣレコーダーを施

錠可能な場所に保管するととも

に、外部記録媒体等管理簿を作成

し、使用の都度、管理者から許可

を受け、当該管理簿に記録するこ



   

35 

 

ととし、併せて、所属内に本件の

内容を周知したものの、当該管理

簿では、要領で求められている必

要事項を満たした様式ではなかっ

たため、職員調査実施後において

は、要領で定められた様式により

記録することとした。 

今後は、このようなことがない

よう、外部記録媒体等取扱要領に

基づく保管、管理を徹底すること

とし、再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県藤

沢土木事務

所 

令和７年３月

３日（令和７

年１月15日か

ら同月17日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、道路の

占用許可等に係る使用料５

件、2,000,015円について、

調定が３月を超えて遅れてい

た。 

２ 指定管理者事務において、

湘南港の管理に関する基本協

定書（指定管理料限度額

237,350,000円、指定期間：

令和５年４月１日から令和10

年３月31日まで）の規定に基

づき、令和５年度における指

定管理者の管理業務の実施状

況及び財務状況を確認するに

当たり、同協定書に基づき指

定管理者から提出された実績

報告書等により行うべきとこ

ろ、その一部である業務委託

実績報告書及び労働環境セル

フチェック表が提出されない

ままこれを行っていた。 

 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、年度当

初における速やかな使用料の調

定に努めているが、調定対象と

なる許可データを抽出する際、

業務システムでは抽出されない

変更許可や修正処理中のデータ

の確認作業を失念するなど、抽

出に漏れが生じたことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、データ抽出の各作業工

程において複数の職員によるチ

ェックを義務付け、抽出漏れが

ないことの確認を、年初調定の

前後に複数回行うことにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

２ 指定管理者事務については、

湘南港の管理に関する基本協定

書の規定について認識が不十分

であったことによるものであ

り、指定管理者から提出された

業務委託実績報告書及び労働環

境セルフチェック表に基づき、

改めて確認した結果、業務委託

及び労働環境に問題はなかっ

た。 

 今後は、このようなことがな

いよう、業務スケジュールを含

めた種々の手続等について、指

定管理者と毎月打合せにて情報

共有を行うとともに、必要書類

を明記した進行管理表を作成
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し、複数職員で確認することに

より、担当職員をサポートする

体制を整え、再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県厚

木土木事務

所 

令和７年３月

６日及び同年

９月22日（令

和６年12月２

日から同月４

日まで職員調

査） 

  

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、河

川管理協力員報償費に係る所得

税及び復興特別所得税１件、

1,638円について、法定納期限

内に納付を行っていなかった。 

（要改善事項）  

 神奈川県厚木土木事務所（以

下「事務所」という。）におい

て、県道70号（秦野清川）（以

下「県道70号」という。）に係

る日常の道路パトロール業務委

託契約の締結に当たり、競争入

札等を経ることなく、事務所が

管理する区間（以下「厚土区

間」という。）の緊急補修工事

等指定業者と一者随意契約を行

っていた。 

（以下令和７年10月８日神奈川

県監査委員公表第17号中、第７

監査の結果３⑵ウのとおり） 

 

不適切事項については、歳計外

現金事務の進行管理が不十分であ

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、複数職員による処理状況の

確認体制を強化することにより再

発防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

 

要改善事項については、緊急補

修工事等指定業者と一者随意契約

を行っていた点を見直し、令和８

年度から競争入札により契約の締

結を行うこととした。 

神奈川県厚

木土木事務

所東部セン

ター 

令和７年３月

６日（令和６

年12月９日か

ら同月11日ま

で職員調査） 

 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、令和５

年度河川維持改修工事県単

（その２）令和５年度河川修

繕工事県単（その40）合併

（契約額68,602,600円）の検

査に当たり、政府契約の支払

遅延防止等に関する法律に定

められている期限の１日後に

検査を完了していた。 

２ 工事事務において、令和５

年度道路災害防除工事（ゼロ

県債）（その１）地盤変動影

響調査等業務委託の変更設計

額の積算に当たり、建物等の

事後調査及び算定について、

誤った補正率を適用して積算

していたため、変更後の設計

額（7,766,000円）が198,000

円過大であった。その結果、

変更後の契約額（6,210,600

円）が158,400円過大であっ

た。 

 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、完成検

査に関する担当職員の理解不足

及び所属での進行管理が不十分

であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、課内会議等により関係

規定の理解向上を図るととも

に、グループウェアシステムを

活用し複数の職員による確認体

制を強化することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

２ 工事事務については、変更設

計書の作成過程において、チェ

ックリストを活用した積算内容

の確認を行っておらず、積算結

果の確認が不十分であったこと

によるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、チェックリストによる

確認を行うことについて所属職

員へ周知徹底することにより再

発防止に取り組み、適正な事務
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執行に努める。 

神奈川県住

宅営繕事務

所 

令和７年８月

４日（令和７

年５月28日か

ら同月30日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、行政財

産の使用許可に係る使用料の不

足分２件、13,800円について、

（款）県営住宅事業収入（項）

使用料及び手数料（目）使用料

（節）使用料とすべきところ、

（款）県営住宅事業収入（項）

諸収入（目）雑入（節）雑入で

収入していた。 

 

不適切事項については、過年度

収入は雑入とするものと誤認し、

所属のチェック体制も十分に機能

していなかったことによるもので

あり、当該使用料の収入科目につ

いては、令和７年５月30日に科目

更訂を行った。 

今後は、このようなことがない

よう、関係規定等に対する正しい

理解を共有するとともに、複数の

職員による確認を徹底することに

より再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

 ⑽ 企業庁 

本庁機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

総務室 令和７年７月

17日（令和７

年５月14日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、令和６年

度企業庁産業医業務委託契約

（単価契約、支払額1,961,300

円）について、契約で定められ

た業務の実施に係る結果報告書

を提出させていなかった。 

 

不適切事項については、契約内

容の理解が不十分であったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、契約書及び仕様書の内容を

確認し、所属内で不適切事項につ

いて周知を行った。 

また、令和７年度同契約の５月

分以降の業務について、業務実施

に係る結果報告書を毎月提出させ

るようにすることにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努

める。 

財務部財産

管理課 

令和７年７月

17日（令和７

年５月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、自動

販売機設置場所賃貸借契約

（契約総額8,500,000円、契

約期間：令和５年４月１日

から令和８年３月 31 日ま

で、対象施設 16 施設）に基

づく貸付けに当たり、１施

設において、受注者が自動

販売機と併せて設置するこ

ととなっている３種類の回

収ボックスのうち、ペット

ボトルのキャップの回収ボ

ックスが設置されておら

ず、仕様書で定める条件の

一部を遵守させていなかっ

た。 

２ 工事事務において、企財産

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 契約事務については、設置時

における確認手順等を明確に定

めておらず、各自動販売機を設

置した所属（以下「各設置所

属」という。）でのチェック体

制が十分に機能していなかった

ことにより発生したものであ

る。 

今後は、このようなことがな

いよう、各設置所属と連携の上

「チェックシート」を作成し、

設置後に各設置所属から提出し

てもらうことで、仕様書どおり

に履行されているかの確認を徹

底するなど、確認体制を強化す
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第501号プロミティふちのべ

ビル７階事務室電気設備改

修工事（契約額 2,255,000

円）について、既設の電気

配線を撤去する際に現場で

発生した電線くずの数量が

設計数量よりも少なかった

ことから、産業廃棄物処理

に係る費用を減額して変更

契約を締結すべきところ、

これを実施しなかったた

め、契約額が40,700円過大

であった。 

 

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

２ 工事事務については、チェッ

ク体制が十分に機能していなか

ったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、新たに作成した「少額

工事検査チェック表」を使い受

注者による自主検査を行い、そ

の結果を監督員がチェックする

プロセスを追加し、チェック体

制を強化することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

水道部計画

課 

令和７年７月

17日（令和７

年５月23日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、企計第２

号水道施設耐震診断調査業務委

託（契約額38,179,900円）につ

いて、履行期間の延長に当た

り、契約書で定める履行期間末

である令和７年２月28日までに

変更契約を締結すべきところ、

同年３月11日に締結していた。 

 

不適切事項については、担当者

等が工期末までに必要な契約事務

を確認することが徹底されていな

かったことによるものである。 

今後は、このようなことがない

よう、進捗管理表を定期的に課内

で共有をすることによりチェック

体制を強化し、複数職員によるス

ケジュール管理の徹底により再発

防止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

出先機関で認められた不適切事項又は要改善事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県企

業庁平塚水

道営業所 

令和７年７月

29日（令和７

年４月15日及

び同月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、給水装

置工事に係る監督事務費１

件、18,600円について、納付

期限までに支払を行っていな

かった。 

 

 

不適切事項については、掘削許

可書の取下げを行えば監督事務費

が消滅するものと担当者が誤って

認識していたことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがない

よう、交付された納入通知書は速

やかに管理・料金課に提出すると

ともに、支障や疑義があれば管理

職に相談することを営業所職員に

周知徹底することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に努

める。 

神奈川県企

業庁海老名

水道営業所 

令和７年７月

14日（令和７

年２月７日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、企海第23

号海老名水道営業所非常用貯水

タンク清掃工事業務委託契約

（契約額1,001,000円）につい

て、指名競争入札における入札

者が１者のみであり入札が不成

立となったため、別の競争者を

 

不適切事項については、工事関

係通知や指名競争入札に対する理

解が不足していたことによるもの

である。 

今後は、このようなことがない

よう、工事関係通知や指名競争入

札に対する正しい理解を共有する
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指名するなどして新たな競争入

札を行うべきところ、これを行

わず、随意契約を行っていた。 

 

とともに、決裁の過程において、

複数の職員による確認体制を強化

することにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県企

業庁相模川

水系ダム管

理事務所 

令和７年９月

９日（令和７

年５月７日及

び同月８日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、行政資

産の使用許可に係る使用料50

件、2,221,867円について、

調定が３月を超えて遅れてい

た。 

２ 支出事務において、緊急か

つ予期しなかった経費として

職員が立て替えて支払ったタ

クシー借上代１件、6,600円

について、立替金の限度額を

超えて支出していた。 

３ 契約事務において、道志第

３発電所上水槽除塵設備修理

工事ほか 10件（契約額計

133,002,100円）及び相模川

水系ダム管理事務所管内流芥

処理工事（その４）（単価契

約、支払額2,648,888円）に

ついて、平成21年３月31日付

け神奈川県公共工事入札・契

約制度改善推進会議議長通知

等に反し、予定価格が工事の

請負にあっては250万円、工

事系委託及び一般委託にあっ

ては100万円を超える随意契

約であったにもかかわらず、

契約結果を公表していなかっ

た。 

４ 庶務事務において、執務時

間中に体調を崩した職員に係

る年次休暇又は療養休暇に関

する手続及び当該職員に付き

添った職員に係る旅行命令に

関する手続が行われていなか

った。 

（要改善事項） 

神奈川県企業庁相模川水系ダ

ム管理事務所（以下「管理事務

所」という。）において、一般

廃棄物等収集運搬処理業務委託

契約の積算に当たり、可燃ごみ

等の予定数量が処理の実態を反

映した適切なものとなっていな

かった。 

（以下令和７年10月８日神奈川

県監査委員公表第17号中、第７

監査の結果３⑴イのとおり） 

 

不適切事項については、次のと

おり措置した。 

１ 収入事務については、進行管

理が所属として不十分であった

ことによるものである。 

  今後は、このようなことがな

いよう、進行管理を複数名で行

うことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

２ 支出事務については、立替金

の限度額について一人につき

5,000円と、所属として誤って解

釈したことによるものである。 

  今後は、このようなことがな

いよう、立替金の限度額につい

て改めて事務所職員に周知徹底

することにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め

る。 

３ 契約事務については、契約後

に必要な事務処理の確認が所属

として不十分であったことによ

るものであり、契約結果は令和

７年11月11日に公表した。 

今後は、このようなことがな

いよう、事務手続についての理

解向上を図るとともに、入札情

報システムで公表した画面を印

刷しチェックリストに添付する

ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

４ 庶務事務については、休暇申

請及び旅行命令手続の必要性に

ついて職員の認識が不足してい

たことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、服務の適正な取扱いに

ついて周知徹底し、休暇申請及

び旅行命令を確実に行うよう徹

底することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

 

要改善事項については、一般廃

棄物等収集運搬処理業務委託の積

算に当たり、予定数量を見直し、

実績数量を反映することとした。 
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神奈川県企

業庁酒匂川

水系ダム管

理事務所 

令和７年３月

14日及び同年

５月９日（令

和７年３月13

日及び同月14

日職員調査） 

 

（不適切事項） 

支出事務において、令和６年

度の早川発電所の放流警報線に

係る電柱への添架料１件、

1,760円について、契約で定め

られた期限までに支払を行って

いなかった。 

 

不適切事項については、進行管

理が不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがない

よう、必ず複数職員による確認体

制をとるとともに、請求書を受理

した時点から支払手続が終了する

までエクセル上で進行管理を行

い、漏れ・誤認等が発生しないよ

う確認を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

 


